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海外向け技術確認制度 

 海外向け技術確認制度とは公的な第三者機関である JS が、民間企業が開発した技術について、処理性

能や維持管理性などの妥当性を確認するもので、下水道分野における海外プロジェクトの獲得に向けた

支援を目的としています。 

（１）海外向け技術確認の対象

対象とする技術は、下水道に係る計画、設計、施工及び管理の方法、下水道に係る調査、

設計、施工及び管理に関する基準の作成並びに機械、設備、器具、工事材料その他下水道事業の施工に際

して使用される物の製作又は改良等に係る技術であって、次のいずれかに該当する技術です。 

一 海外向けの下水の処理に関する技術 

二 海外向けの下水汚泥の処理に関する技術 

三 その他、海外向けの下水道に関する技術 

（２）技術確認のフロー

申請者の申請に基づき、申請者が技術確認を受けようとする確認項目※１について、JS内部委員会で確

認を行います。（有償） 

※１ 海外の特定箇所において、以下の対象とする技術に係る適応性、施工性、操作性、耐久性、安全

性、経済性、開発性、確実性その他の項目のうち、技術確認を受けようとする者が求める確認項目 

なお、技術確認証の有効期限はありません。 

（３）技術確認の申請

技術確認の申請にあたっては、以下に示す資料の提出が必要です。

・海外向け技術確認申請書（別記様式第１）

・技術資料（別記様式第２）

申請書は事前確認後、申請者と合意に達したことが確認された後、受理します。



【参考資料１】  

（４）期待される効果

海外向け技術確認実施による期待される効果は、以下のとおりです。

・第三者公的機関の審査による海外営業先等に対する民間企業の技術の信頼性確保、品質向上

・技術的内容の検討不足による事業化等の手戻りを防止（現地実証実験結果、設置面積やコスト試算など

の実施、適用時の留意事項等整理）

（５）実績

海外向け技術確認のこれまでの実績は表１のとおりです（2022年 11月時点）。

表１ 海外向け技術確認の実績 

No. 申請者 対象技術 対象国 
技術確認証 

交付年月 

１ メタウォーター株式会社
先進的省エネ型下水処理

システム
ベトナム 

2014年 3月 

(平成 26 年 3

月) 

２ 三機工業株式会社 
ＤＨＳを用いた省エネル

ギー・省力下水処理技術 
タイ

2022年 3月 

(令和 4年 3月) 

（６）海外向け技術確認をした技術の海外プロジェクトの採用実績

海外向け技術確認で確認した技術について、海外プロジェクトでの採用実績は表２のとおりです

（2022年 11月時点）。 

表２ 海外プロジェクトでの採用実績 

No. 申請者 対象技術 国名 事業名 契約締結時期 

１ 

メタウォー

ター株式会

社

先進的省エ

ネ型下水処

理システム

ベトナム 

JICA無償資金協力 

ホイアン市日本橋地

域水質改善計画

2015年 12月 

（G/A締結） 

２ 

メタウォー

ター株式会

社

先進的省エ

ネ型下水処

理システム

カンボジア

JICA無償資金協力 

プノンペン下水道整

備計画 

2019年 11月 

（G/A締結） 

（７）問い合わせ先

日本下水道事業団 国際戦略室

TEL：03-6361-7814
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別記様式第 1 

令和 年 月 日 

日本下水道事業団 
理事長 ○○ ○○ 殿 

申請者名 
代表者氏名    印 
住所 

海 外 向 け 技 術 確 認 申 請 書 

日本下水道事業団の海外向け下水道技術の技術確認を受けたいので、下記のとおり申請
します。 

１ 技術の名称 

２ 海外向け技術確認の範囲又は対象機器の名称 

３ 技術の実証試験等実施予定国、公共団体及び施設名 

４ 海外向け技術確認を受けたい項目及びその水準値 

５ 海外向け技術確認を行うための技術資料（別添） 

６ 事務担当者名及び連絡先 

７ 会社経歴書 
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別記様式第２ 

技術資料 

1.一般的事項
（１）技術の名称
（２）開発者
（３）実証試験等実施場所:国名・公共団体名・施設名等

2.当該技術の開発の経緯

3.理論の概要

4.実証試験等結果

5.使用実績

6.その他技術確認を行うために必要な書類等
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2022 年 12 月  

海外向け技術確認制度について Q&A 

日本下水道事業団 国際戦略室 

1) 技術確認制度の有効期限はあるのか。
→特に有効期限はありません。

2) 実証試験等実施国に対して技術確認証やカバーレター（紹介状）を発行・発出、手渡ししてくれ
るのか。
→直近の実績では、実証試験等実施国へ JSから技術確認証（英語版）を発行・手渡すのと同
時に、国土交通省下水道部からカバーレター（紹介状）を発出・手渡ししています。

3) 実証試験等実施国以外にも技術確認証やカバーレター（紹介状）を発行・発出、手渡してほし
い。
→技術確認証内には実証試験等実施国の表記はありますが、適用国など特定の国を示す表記
はありません。原則として JS と国交省から手渡しするのは一ヶ国で、その他は基本的には各社の営
業活動となりますが、複数国への手渡しについては要相談です。ただし、カバーレター（紹介状）の
発出については国土交通省下水道部と協議をする必要があります。

4) 確認事項には実証試験等のみだけではなく、シミュレーションも確認事項に含まれるのか。
→シミュレーションのみの技術確認は行っておりません。シミュレーションについては、実証試験中に遭
遇しなかった条件や現実的に困難な条件（例えば浸水解析等など）に限ります。ただし、事前に
国際戦略室にご相談ください。

5) 実証試験等を日本国内で行いたいがよいか。
→日本国内のみの実証試験等では海外向け技術確認を行いません。海外での実証試験等の実
施を原則としていますが、補足的なデータについては日本国内の実証試験等データも含めて確認し
ます。事前に国際戦略室にご相談ください。

6) JS から発行される書類はどのような内容になるのか。
→ 技術確認制度の成果物（最終的に発行されるもの）と内容を以下に記します。

① 技術確認証（日本語、英語）
・技術の名称
・申請者名
・実証試験等実施国（国名・公共団体名・施設名等）
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・海外向け技術確認の項目及び目標水準

② 報告書（日本語、英語（任意）） ※申請者にご作成いただきます。
これまでの実績としては以下のとおりです。
・技術確認の目的
・技術確認の対象技術
・技術確認の条件
・技術確認の項目とその水準値
・技術確認の方法
・処理性能や維持管理性等の確認結果
・技術導入時の留意事項

7) 国土交通省からのカバーレター（紹介状）はどのような内容になるのか。
→ これまでの実績では、以下の内容から構成される、A4版 1枚のカバーレター（紹介状）となり
ます。
・宛先
・JS の設立経緯、下水道事業への貢献
・JS海外向け技術確認制度について
・○○社の●●という技術について、確認を実施した旨と当該技術を推薦する旨
・下水道部長署名

8) 技術確認料はいくらくらいか。
→ 技術確認料については条件や内容に応じて異なります。参考までに過去の実績では 500 万
円程度/件です。
以下に示す作業にかかる費用を想定しております。

・技術資料確認
・現地確認
・現地セミナーへの参加
・海外向け技術確認専門委員会開催
・報告書とりまとめ
・その他事務作業  等

9) 受注の為にどのような後押しになるのか（どのような効果が得られるか）。
→ 本制度により発行される技術確認証は、実証試験等結果に基づき、日本の公的機関である
JS が第三者の立場で申請された技術の性能を確認した、ということを示すものです。よって、確認さ
れた技術の信頼性が高まることが期待できます。
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10) JICAやゼネコン等への推薦は可能か。
→ JS から積極的な営業をかけることは特に行いませんが、様々な機会を通じて JS として技術紹
介を行います。例えば、2022年 11月に Vietwaterで JSが出展した際、過去に本制度で確認
した技術のポスター紹介を行いました。また、外部機関から引き合いがあれば紹介、情報提供する
こともあります。過去には、ADB からの問合せに対して情報提供したことがあります。JS が実施する
案件形成の中で、その案件に適していれば確認した技術を候補として検討します。

以上 
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